
令和８年度公共用水域等水質調査業務委託 仕様書 

 

                             島根県環境生活部環境政策課 

 

１ 業務の目的 

 この仕様書は、令和８年度公共用水域・地下水水質測定計画に基づき、島根県が実施する水質

調査業務のうち、海域及び海水浴場（遊泳適否調査を除く）に係る採水及び分析業務並びに公共

用水域（河川）における大腸菌数に係る分析業務並びに公共用水域における直鎖アルキルベンゼ

ンスルホン酸及びその塩（以下「ＬＡＳ」という。）及びふっ素に係る分析業務並びに要監視項

目実態把握調査に係る分析業務並びに地下水に係るポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）

及びふっ素に係る分析業務を委託するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 委託業務実施期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務の内容 

（１）海域及び海水浴場水域（遊泳適否調査を除く、以下同じ。）に係る採水及び分析業務 

ア．別紙１に示す２海域６地点及び５海水浴場水域１０地点の合計１６地点の各調査地点に

おいて、海水試料を採水及び現場測定するとともに、外観及び概況等を調査する。 

イ．採水試料の分析対象項目は別紙１及び２に示すとおりとする。 

ウ．調査は各地点とも年間６回、原則として偶数月（４，６，８，１０，１２，２月）に実施

する。ただし、４月分は５月に実施してもよいものとする。 

エ．１地点１回当たりの採水検体数は、海水浴場水域は上層（海面下 0.5ｍ）１検体、海域は

上層（海面下 0.5ｍ）、下層①（海面下 5.0ｍ）及び下層②（海底+0.5～１ｍ程度）の３検

体とする。 

オ．地点別項目別の年間分析検体数及び全地点の項目別年間分析総検体数は別紙１のとおり

とする。 

（２）大腸菌数に係る分析業務 

ア．別紙３に示す調査地点（１５地点）において、調査地点を所管する保健所が採水した公共

用水域（８河川）の検体について、大腸菌数の分析を行う。 

イ．調査回数は、斐伊川、飯梨川、山佐川、神戸川、益田川は年間４回、静間川、浜田川、高

津川は年間２回とする。 

ウ．調査を行う月は、調査地点を所管する保健所が指定する月とする。 

エ．採水日は、原則として水曜日又は木曜日とする。 

（３）ＬＡＳ及びふっ素に係る分析業務 

ア．別紙４に示す調査地点（６地点）において、調査地点を所管する保健所等が採水した公共

用水域（４河川、２湖沼）の検体について、ＬＡＳ及びふっ素の分析を行う。 

イ．調査は各地点とも年間２回、原則として６月及び１２月に実施する。 

ウ．採水日は、原則として水曜日から金曜日までのいずれかの日とする。 

（４）要監視項目実態把握調査に係る分析業務 

ア．別紙５に示す調査地点（２地点）において、調査地点を所管する保健所が採水した検体の

分析を行う。 



イ．採水試料の分析対象項目は別紙５に示すとおりとする。 

ウ．調査は各地点とも年間２回、原則として６月及び１２月に実施する。 

エ．採水日は、原則として水曜日から金曜日までのいずれかの日とする。 

（５）地下水に係るＰＣＢ及びふっ素分析業務 

ア．別紙６に示すとおり、保健所等が採水した地下水の検体（７検体）について、ＰＣＢ及び

ふっ素の分析を行う。 

イ．調査は各検体とも年間１回、原則として１０月に実施する。 

 

４ 分析方法 

（１）環境基準項目については、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６年環境庁告示

第５９号）に掲げられた測定方法による。 

（２）要監視項目については、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び要監視項

目の測定法について」（平成５年４月２８日環水規第１２１号 環境庁水質保全局水質規制

課長通達）及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通

知）」（令和２年５月２８日環水大水発第２００５２８１号・環水大土発第２００５２８２

号）に掲げられた測定方法による。 

（３）水生生物の保全に係る水質環境基準に係る要監視項目については、「水質汚濁に係る環境

基準についての一部を改正する件の施行等について」（平成１５年１１月５日環水企発第０

３１１０５００１号・環水管発第０３１１０５００１号 環境省環境管理局水環境部長通

知）及び「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について」（平成２

５年３月２７日環水大水発第１３０３２７２号 環境省水・大気環境局長通知）に掲げられ

た測定方法による。 

（４）下層ＤＯ及び透明度については、「要測定指標等の測定の実施及びアンケートの実施につ

いて（協力依頼）」（平成２５年３月２５日環水大水発第１３０３２５１号 環境省水・大

気環境局水環境課長通知）に掲げられた測定方法による。 

（５）その他の項目については、日本産業規格（JIS K 0102 規格群 等公定水質分析法）に示す

方法又はこれに準じた方法による。 

（６）各測定項目について、受託分析機関は採用した分析方法を計量証明書に明示すること。 

 

５ 調査及び分析結果の報告等 

（１）受託者は、受託業務に係る採水実施予定日時を当該日の前日までに環境政策課あて連絡す

ること。 

また、環境政策課職員及び当該測定地点を所管する保健所の職員が、試料採水の立会い及

び分析状況の立入検査を求めた場合は、それに応じること。 

（２）大腸菌数、ＬＡＳ、ふっ素、要監視項目、ＰＣＢの分析に係る採水日程については事前に

採水機関に確認を行うとともに、採水瓶、保冷容器及び保冷剤等の検体輸送に必要な機器に

ついては業務受託者が用意し、事前に採水機関に届けておくこと。なお、事前の採水瓶等の

輸送及び採水後の検体輸送については、業務受託者の費用負担により行うこと。 

（３）採水後の検体は保冷容器等を用いて冷暗所に保管したまま検体分析場所まで速やかに輸送

し、速やかに分析を行うこと。 

（４）分析結果判明後、環境政策課及び調査地点所管の保健所（環境保全課）に分析結果を速報

すること。 

（５）採水から分析結果の計量証明書の提出までの期間は原則として１０日以内とし、環境政策



課長及び調査地点所管の保健所長（環境保全課）あて送付すること。 

また、別途定める報告要領に従って調査結果を調査月ごとに取りまとめ、その月の調査終

了ごとに、別に指定するＥｘｃｅｌワークシート形式と採水時の現場写真等を環境政策課長

あて提出すること。 

 

６ その他 

（１）「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、「硝酸性窒素」と「亜硝酸性窒素」の各単

独での濃度も併せて報告すること。 

（２）「ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）」につ

いては、PFOS 及び PFOA の合算値に加え、PFOS、PFOS（直鎖体）、PFOA、PFOA（直鎖体）そ

れぞれの測定値についても併せて報告すること。 

（３）採水はできる限り、天候の安定した平常時に実施すること。 

（４）環境政策課職員及び当該測定地点を所管する保健所の職員が、測定値が求められた過程を

検証するためのチャート紙等の記録又は、これに準ずる資料の提出・説明等を求めた場合は、

それに応じること。 

（５）業務受託機関に明らかな瑕疵があり、再測定の必要性が認められる場合は、県と協議を行

った上で、再測定を行うこととし、県が必要と認めた場合は、県とのクロスチェックを実施

すること。 

（６）受託者は港則法に基づく許可申請を行うこと。 

（７）この実施計画に定めのないことは、環境政策課及び業務受託者が協議のうえ、定める。 
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別紙２ 

 

 海域及び海水浴場水域に係る採水及び分析業務調査日程 
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注１）海域とは、江の川河口海域・浜田川河口海域をいう。 

注２）海水浴場水域とは、おわし海水浴場・波子海水浴場・国分海水浴場・田の浦海水浴場・ 

持石海水浴場をいう。 

注３）ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等 17 項目とは、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ・四塩化炭素・1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ・1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・ｼｽ-

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ・1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ・ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟ

ﾛﾍﾟﾝ・ﾁｳﾗﾑ・ｼﾏｼﾞﾝ・ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ・ﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｾﾚﾝ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

をいう。 

注４）原則として上層で調査するが、海域における pH・DO・COD・SS・電気伝導度は上層（海面  

下 0.5m）及び下層①（海面下 5.0m）で、下層 DO は下層②（海底+0.5～１ｍ程度）で調査す

る。 

注５）△印は、一部の測定地点で調査を実施する。 

 



別紙３ 
 

大腸菌数の分析に係る調査地点 
 
 
＜調査地点数＞ 

下表に掲げる１５地点（８河川） 
No. 水域 水域名 地点名 調査回数 採水・所管機関 
1 

河川 

斐伊川 高杉橋 年４回 雲南保健所 
2 飯梨川 下田原橋 年４回 松江保健所 
3 能義大橋下流 年４回 
4 山佐川 小原橋 年４回 
5 神戸川 野土橋 年４回 出雲保健所 
6 上乙立橋 年４回 
7 静間川 川合橋 年２回 県央保健所 
8 正原橋 年２回 
9 浜田川 河内大橋 年２回 浜田保健所 
10 亀山橋 年２回 
11 河口 年２回 
12 益田川 逢瀬橋 年４回 益田保健所 
13 雪舟橋 年４回 
14 月見橋 年４回 
15 高津川 旭橋 年２回 

 
 
＜分析検体数＞ 

４８検体／年 



別紙４ 
 

ＬＡＳ及びふっ素の分析に係る調査地点 
 
 
＜調査地点数＞ 

下表に掲げる６地点（４河川、２湖沼） 
No. 水域 水域名 地点名 採水・所管機関 
1 

河川 

飯梨川 能義大橋下流 松江保健所 
2 静間川 正原橋 県央保健所 
3 浜田川 亀山橋 浜田保健所 
4 益田川 月見橋 益田保健所 
5 

湖沼 
中海 Ｎ－７ 保健環境科学研究所 

6 神西湖 Ｊ－３ 出雲保健所 
 
＜調査月＞ 

原則として６月、１２月 
 
＜分析検体数＞ 

６地点 × ２検体／地点・年 ＝ １２検体／年 



別紙５

　要監視項目一覧表

No. 物　質　名
指針値

（ｍｇ/ｌ）
報告下限値
（ｍｇ/ｌ）

報告下限値未満
記載方法（ｍｇ/ｌ）

備　　考

1 クロロホルム 0.06 以下 0.0006 ＜0.0006

2 トランス－１，２－ジクロロエチレン 0.04 以下 0.004 ＜0.004 有機塩素化合物

3 １，２－ジクロロプロパン 0.06 以下 0.006 ＜0.006

4 ｐ－ジクロロベンゼン 0.2 以下 0.02 ＜0.02

5 イソキサンチオン 0.008以下 0.0008 ＜0.0008

6 ダイアジノン 0.005以下 0.0005 ＜0.0005 農薬（殺虫剤）

7 フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.003以下 0.0003 ＜0.0003

8 イソプロチオラン 0.04 以下 0.004 ＜0.004

9 オキシン銅（有機銅） 0.04 以下 0.004 ＜0.004 農薬（殺菌剤）

10 クロロタニル（ＴＰＮ） 0.05 以下 0.005 ＜0.005

11 プロピザミド 0.008以下 0.0008 ＜0.0008 農薬（除草剤）

12 ＥＰＮ 0.006以下 0.0006 ＜0.0006

13 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 0.008以下 0.0008 ＜0.0008 農薬（殺虫剤）

14 フェノブカルブ（BPMC） 0.03 以下 0.003 ＜0.003

15 イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008以下 0.0008 ＜0.0008 農薬（殺菌剤）

16 クロルニトロフェン（ＣＮＰ） － 0.0001 ＜0.0001 農薬（除草剤）

17 トルエン 0.6  以下 0.06 ＜0.06

18 キシレン 0.4  以下 0.04 ＜0.04

19 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 以下 0.006 ＜0.006 可塑剤

20 ニッケル － 0.001 ＜0.001

21 モリブデン 0.07 以下 0.007 ＜0.007 金属

22 アンチモン 0.02 以下 0.002 ＜0.002

23 塩化ビニルモノマー 0.002 以下 0.0002 ＜0.0002 ポリ塩化ビニル
24 エピクロロヒドリン 0.0004 以下 0.00004 ＜0.00004 可塑剤
25 全マンガン 0.2 以下 0.02 ＜0.02 金属
26 ウラン 0.002 以下 0.0002 ＜0.0002 原子核燃料

27

ペルフルオロオクタンスルホ
ン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフ
ルオロオクタン酸（ＰＦＯ
Ａ）

0.00005 以下※3 0.000002 ＜0.000002 有機フッ素化合物

28 クロロホルム ※2 （※1） 0.0006 ＜0.0006
29 フェノール （※1） 0.001 ＜0.001
30 ホルムアルデヒド （※1） 0.003 ＜0.003 水生生物
31 4-t-オクチルフェノール （※1） 0.00004 ＜0.00004 要監視項目
32 アニリン （※1） 0.002 ＜0.002
33 2,4-ジクロロフェノール （※1） 0.0003 ＜0.0003

（※３）PFOS 及びPFOA の指針値については、PFOS 及びPFOA の合計値とする。

＜令和８年度調査地点（２地点）＞
No. 水域 水域名 地点名 採水・所管機関
1 湖沼 神西湖 J-3 出雲保健所
2 河川 静間川 正原橋 県央保健所

（※１）No.28～33は水生生物の保全に係る要監視項目であり、指針値は水域及び類型ごとに定められている（「水質汚濁に係る環境基準に
ついての一部を改正する件の施行等について」（平成１５年１１月５日環水企発第０３１１０５００１号・環水管発第０３１１０５００１
号　環境省環境管理局水環境部長通知）別表２及び「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」（平成２５
年３月２７日環水大水発第１３０３２７２号　環境省水・大気環境局長通知）別表２を参照）。

（※２）No.1とNo.28のクロロホルムは同一の物質であり、分析を分けて行う必要はないが、報告においては別々に報告する。



別紙６ 
 

地下水に係るＰＣＢ及びふっ素の分析に係る調査地点 
 
 
＜検体数＞ 

下表に掲げる７検体 
No. 検体 採水・所管機関 
1 

地下水 

松江保健所 
2 雲南保健所 
3 出雲保健所 
4 県央保健所 
5 浜田保健所 
6 益田保健所 
7 隠岐保健所 

 
＜調査月＞ 

原則として１０月 
 
＜分析検体数＞ 

７検体 × 年１回 ＝ ７検体／年 



海域及び海水浴場水域に係る採水地点

【出雲・雲南地区調査地点図】

【浜田地区調査地点図】

河口

上乙立橋

神立橋

里熊大橋

日本海

斐伊川

IZ-6

IZ-5

たなばた公園

馬田寺

赤川宇治
岡

S-8

S-6

S-7

浜田橋

地王橋
里方請川樋門

馬木橋

浜田川

亀山橋
河内大橋

河口

鰐石大橋

周布川

IW-5

IW-6

IW-4
IW-3

IW-2

IW-1

下府川

日本海

大長見ダム

貯水池中心

本川流入部

土穴橋

唐鐘橋下流、上流

H-1
H-2

H-3 浜田川合流点

上郷橋

浜田川合流点

双葉橋付近

栗の木田橋下流

鈩橋

本郷橋付近

関の原橋

雲城浄水場前

万代橋

放水路付近

河口

（山田川）

天満橋付近河口
（須津川）

新三隅大橋付近

田原川水門付近

細田川水門付近

九双橋付近

三隅川

浜田ダム
本川流入部

第二浜田ダム

貯水池中心



【江津・邑南地区調査地点図】

【益田地区調査地点図】

日本海

川平

江川橋

江の川

G-1
G-2

G-3

神田橋

金地橋

高津大橋

高角

月見橋

雪舟橋

逢瀬橋

葛根橋

益田川

高津川

日本海

深折川

IW-7IW-8

波田川

笹倉大峠橋

下波田橋上流、下流

笹倉ダム
貯水池中心
本川流入部


